
様式第１号（第２-２-(1)関係）

計 画 等 の 案 の 概 要

名 称 盛土規制法の施行に関する条例等の整備

公表するもの 盛土規制法の施行に関する条例及び規則（案）並びに規制区域（案）

県民意見の募集

有
有の場合は

その募集期間
令和６年９月20日(金) ～ 令和６年10月18日(金)

無

担 当 課 等 名 くらし・環境部環境局盛土対策課盛土規制班 電話番号 054-221-2264

総 合 計 画 に

おける位置づけ

１－２ 防災・減災対策の強化

(2) 風水害・土砂災害対策

審議会等の名称 －

１ 趣旨

宅地造成及び特定盛土等規制法（昭和36年法律第191号。以下「盛土規制法」という｡)による

規制の開始に当たり、盛土規制法により自治体の条例や規則で定めることができることとされた

事項その他の法の施行に必要な事項について、条例及び規則を定めます。

このたび、条例及び規則の案の骨子を取りまとめましたので、広く県民の皆様の御意見を募集

します。

また、盛土規制法による規制の前提となる規制区域について、基礎調査を行い、規制区域の案

を策定しましたので、併せて御意見を募集します。



２ 骨子

(1) 条例の骨子

① 特定盛土等規制区域の許可対象規模の引下げ【条例Ⅰ】

盛土規制法第32条の規定により、特定盛土等規制区域において工事の許可を要する特定盛

土等又は土石の堆積の規模を、宅地造成等工事規制区域と同じ規模（宅地造成及び特定盛土

等規制法施行令（以下「政令」という｡)第３条各号又は第４条各号に掲げる規模）に引下げ

ます。

② 定期報告の報告事項追加【条例Ⅱ】

法令で定める定期報告事項に、次のアからエまでを追加します。

ア 報告に係る期間中に盛土に用いた土石の性質

イ 報告に係る期間中に盛土に用いた土石の発生場所の名称及び所在地並びに発生場所の管

理者の氏名及び住所

ウ 報告に係る期間中に盛土に用いた土石の発生場所ごとの数量

エ 報告の時点における工事の施行中の災害の防止のため必要な措置の状況

③ 盛土規制法の執行に必要な手続等の追加【条例Ⅲ】

ア 着手届

盛土規制法の許可を受けて工事に着手したときは、知事に届け出なければならないこと

とします。

イ 変更届

法令により届出が義務付けられている工事（ⅰ規制区域指定の際、規制区域内で行われ

ている宅地造成等に関する工事、ⅱ擁壁等に関する工事その他の工事で政令で定めるも

の）について、届出事項に変更があった場合は、知事に届け出なければならないこととし

ます。

ウ 完了届

法令により届出が義務付けられている工事（ⅰ規制区域指定の際、規制区域内で行われ

ている宅地造成等に関する工事、ⅱ擁壁等に関する工事その他の工事で政令で定めるも

の）について、工事を完了したときは、知事に届け出なければならないこととします。

エ 廃止届等

盛土規制法の許可を受けた工事又は届出を行った工事について、工事を廃止し、若しく

は休止し、又は休止した工事を再開をしたときは、知事に届け出なければならないことと

します。

また、廃止又は休止をしようとする場合は、事前に知事の承認を受けた安全上の措置を

講じなければならないこととします。

オ 地位の承継

・ 許可を受けた者の相続人等の一般承継人は、許可に基づく地位を承継するものとしま

す。この場合、許可に基づく地位を承継した者は、遅滞なく、知事に届け出なければな

らないこととします。

・ 許可を受けた者から宅地造成等に関する工事を施行する権原を取得した者は、知事の

承認を受けて、許可に基づく地位を承継することができることとします。

(2) 規則の骨子

① 技術的基準の付加・強化【規則ⅰ】

政令で規定する技術的基準について、次のとおり、付加又は強化をします。

ア 盛土の標準形状

高さが５メートル以上である盛土又は切土は、盛土又は切土の高さ５メートルごとに幅

1.5メートル以上の小段を設けること。

盛土と切土とを同時にする場合において、高さが５メートル以上である盛土及び切土



は、当該盛土及び切土の高さ５メートルごとに幅1.5メートル以上の小段を設けること。

なお、これらの小段に排水溝を設置すること。

また、盛土の高さ及び法面の勾配が、土石の性質等に応じて適切に設定され、安全性が

確かめられたものであること。

イ 盛土の安定性の確認

以下のいずれかに該当する盛土をする場合は、土質試験等に基づく安定計算を行うこと

により、自重及び地震力による当該盛土の滑り出す力が、その滑り面に対する最大摩擦抵

抗力等を下回ることを確認すること。

・ 盛土をする土地の面積が3,000平方メートル以上であり、かつ、盛土をすることによ

り、盛土をする土地の地下水位が盛土をする前の地盤面の高さを超え、盛土の内部に地

下水が浸入することが想定されるもの

・ 盛土をする前の地盤面が水平面に対し20度以上の角度をなし、かつ、盛土の高さが５

メートル以上となるもの

・ 盛土の高さが15メートルを超えるもの

ウ 盛土をする前の地盤対策

盛土をする土地の地盤の沈下又はその周辺の土地の地盤の隆起が生じないように、土の

置換えや水抜き等の措置を講ずること。

エ 鉄筋コンクリート造等の擁壁の構造

高さが５メートルを超える擁壁又はイの盛土若しくは高さが15メートルを超える切土に

設置する擁壁においては、構造計算に土圧、水圧、自重及び地震力の検討をすること。

オ 特殊の材料又は構法による擁壁の構造（国土交通大臣認定擁壁）

高さが５メートルを超える擁壁又はイの盛土若しくは高さが15メートルを超える切土に

設置する擁壁においては、国土交通大臣の認定擁壁を設置するときは、地震力によって安

全性が損なわれない擁壁とすること。

カ 任意設置擁壁の構造

許可に係る宅地造成又は特定盛土等に関する工事で設置する擁壁で、高さ２メートル以

下のものは、鉄筋コンクリート造や無筋コンクリート造、間知石練積み造等の練積み造又

は国土交通大臣の認定擁壁とすること。（宅地造成等に伴う災害の発生のおそれがないと

認められるときを除く｡）

キ 放流先の対策

放流先の排水能力や利水の状況等を勘案して、区域内の排水を有効かつ適切に排出する

ことができるように、放流先の管理者の同意を得た上で、区域の排水施設が下水道、排水

路又は河川・海域等に接続されていること。（この場合で、放流先の排水能力によりやむ

を得ないと認められるときは、区域において一時雨水を貯留する調整池等を設けることも

可能）

ク 土砂流出対策

区域外に土砂が流出しないように、土砂の流出を防止するための施設が設けられている

こと。

② 擁壁等の代替措置【規則ⅱ】

盛土又は切土をした土地に生ずる崖面について、災害の防止上支障がないと認められたと

きは、政令第８条の規定による擁壁又は政令第14条の規定による崖面崩壊防止施設の設置に

代えて、以下のいずれかの工法による措置をとることができることとします。

ア 石積み工

イ 編 柵 工、筋工又は積苗工
しがら

ウ その他、知事が適当と認めた工法



③ 許可申請書への添付書類の追加【規則ⅲ】

許可申請書の添付書類について、法令で定めるもののほか、以下の書類を追加します。

ア 宅地造成又は特定盛土等

・ 盛土又は切土をする土地の登記事項証明書及び公図の写し

・ 盛土又は切土をする土地の求積図

・ 工程表

・ 防災計画平面図

・ 防災施設構造図

・ 防災施設構造計算書

・ 排水施設流量計算書

・ 金融機関による融資を受け、又は受けたことを証する書類、預金又は貯金の残高を証

する書類その他の工事に要する経費に係る資金を調達することができることを証する書

類

・ 工事主が法人である場合にあっては、直前３年の各事業年度における貸借対照表、損

益計算書及び個別注記表並びに納付すべき法人税額及び納付済額を証する書類、個人の

場合にあっては、直前３年の納付すべき所得税額及び納付済額を証する書類

・ 申請者の信用に関する申告書

・ 工事施行者の施行能力を証する書類

・ 工事施行者が法人である場合にあっては、登記事項証明書、個人の場合にあっては、

住民票の写し

イ 土石の堆積

・ 土石の堆積をする土地の登記事項証明書及び公図の写し

・ 土石の堆積をする土地の求積図

・ 工程表

・ 排水施設流量計算書

・ 金融機関による融資を受け、又は受けたことを証する書類、預金又は貯金の残高を証

する書類その他の工事に要する経費に係る資金を調達することができることを証する書

類

・ 工事主が法人である場合にあっては、直前３年の各事業年度における貸借対照表、損

益計算書及び個別注記表並びに納付すべき法人税額及び納付済額を証する書類、個人の

場合にあっては、直前３年の納付すべき所得税額及び納付済額を証する書類

・ 申請者の信用に関する申告書

・ 工事施行者の施行能力を証する書類

・ 工事施行者が法人である場合にあっては、登記事項証明書、個人の場合にあっては、

住民票の写し

④ 細目的事項の規定【規則ⅳ】

盛土規制法に基づく届出の様式等、法執行に係る細目的な事項を定めます。

(3) 運用開始時期

令和７年５月26日（予定）

(4) 規制区域の指定

基礎調査の結果を踏まえ、盛土規制法第10条第１項に基づく宅地造成等工事規制区域及び同

法第26条に基づく特定盛土等規制区域の案を策定しました。


